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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第85期

第３四半期
連結累計期間

第86期
第３四半期
連結累計期間

第85期

会計期間
自　2020年４月１日
至　2020年12月31日

自　2021年４月１日
至　2021年12月31日

自　2020年４月１日
至　2021年３月31日

売上高 （百万円） 88,444 98,382 116,413

経常利益 （百万円） 17,811 21,074 20,866

親会社株主に帰属する

四半期(当期)純利益
（百万円） 13,226 15,389 15,332

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 12,387 21,280 17,381

純資産額 （百万円） 228,148 249,485 233,169

総資産額 （百万円） 313,505 338,432 319,063

１株当たり四半期(当期)

純利益金額
（円） 172.88 201.15 200.40

潜在株式調整後１株当たり

四半期(当期)純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 67.9 68.7 68.3

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 12,706 17,815 16,102

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △4,975 △7,510 △7,352

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △9,708 △5,192 △10,425

現金及び現金同等物の

四半期末(期末)残高
（百万円） 59,051 67,070 59,668

 

回次
第85期

第３四半期
連結会計期間

第86期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自　2020年10月１日
至　2020年12月31日

自　2021年10月１日
至　2021年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 68.28 70.89

（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

４　前第３四半期連結会計期間において行われた企業結合に係る暫定的な会計処理が前連結会計年度末に確定し

ており、前第３四半期連結累計期間及び前第３四半期連結会計期間の関連する主要な経営指標等について

は、暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重要な見直しが反映された後の金額によってお

ります。

５　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期

首から適用しており、前第３四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、

当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業内容について、重要な変更はありません。また、主

要な関係会社についても異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券

報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期

首から適用しており、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前年同四半期連結累計期間及び前連結会計年度と

の比較・分析を行っております。

また、2020年３月30日に行われた平安津村薬業有限公司及びその子会社５社との企業結合について、前第３四半期

連結会計期間において暫定的な会計処理を行っておりましたが、前連結会計年度末に確定したため、前年同四半期連

結累計期間との比較・分析にあたっては、暫定的な会計処理の確定による見直し後の金額を用いております。

 

（１）財政状態及び経営成績の状況

①　財政状態

　当第３四半期連結会計期間末における資産合計は338,432百万円で、前連結会計年度末に比べて19,368百万

円の増加となりました。流動資産は、棚卸資産の増加等により、前連結会計年度末に比べ17,268百万円の増加

となりました。固定資産は、投資有価証券が減少した一方で、有形固定資産の増加等により、前連結会計年度

末に比べて2,100百万円の増加となりました。

　負債合計は88,946百万円で、前連結会計年度末に比べて3,052百万円の増加となりました。流動負債は、支

払手形及び買掛金が増加した一方で、１年内返済予定の長期借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ

て6,394百万円の減少となりました。固定負債は、長期借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べて

9,446百万円の増加となりました。

　純資産合計は249,485百万円で、前連結会計年度末に比べて16,316百万円の増加となりました。株主資本

は、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べて10,433百万円の増加となりました。その他の包括

利益累計額は、為替換算調整勘定の増加等により、前連結会計年度末に比べて4,291百万円の増加となりまし

た。また、非支配株主持分は、前連結会計年度末に比べて1,591百万円の増加となりました。

　以上の結果、自己資本比率は0.4ポイント増加して、68.7％となりました。

 

②　経営成績

　当第３四半期連結累計期間の連結業績は、以下のとおりとなりました。

[ 連結業績 ]                                                                     （単位：百万円）

 
2020年

第３四半期

2021年

第３四半期

対前年同期増減額

（増減率）

売上高  88,444 98,382
9,938

（11.2％）

 国内 84,579 91,317
6,737

（8.0％）

 海外 3,864 7,065
3,200

（82.8％）

売上原価 41,693 47,997
6,304

（15.1％）

販売費及び一般管理費 29,514 31,554
2,040

（6.9％）

営業利益 17,235 18,829
1,593

（9.2％）

経常利益 17,811 21,074
3,262

（18.3％）

親会社株主に帰属する

四半期純利益
13,226 15,389

2,162

（16.4％）
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　売上高は、前年同期と比べ11.2％増加し、98,382百万円となりました。

　そのうち、国内の売上高は、91,317百万円となりました。当社グループの医療用漢方製剤の販売状況は、風

邪関連処方において受診者の減少等が変わらず影響したものの、医療ニーズに応じた情報提供活動を推進し、

精神疾患や皮膚疾患、めまい等の処方が継続して伸長しました。

　主力品目である育薬処方※１の大建中湯は、主に一般診療所において「腹部膨満感」に対する処方機会が増

加し、前年同期と比べ2.9％伸長しました。Growing処方※２では、五苓散が、めまいや頭痛、循環器疾患にお

ける周辺症状への処方機会が増加し、前年同期と比べ20.0％伸長しました。その結果、医療用漢方製剤129処

方の売上高は、前年同期と比べ7.6％増加しました。

　海外の売上高は、7,065百万円となりました。平安津村薬業有限公司、深セン津村薬業有限公司を中心とし

た生薬プラットフォームにおいて、原料生薬と飲片（刻み生薬）等の販売が伸長しました。

　売上原価は、売上高の伸長により前年同期と比べ15.1％増加し、47,997百万円となりました。売上原価率

は、前年同期と比べ1.7ポイント上昇し、48.8％となりました。

　販売費及び一般管理費は、前年同期と比べ6.9％増加し、31,554百万円となりました。主にe-プロモーショ

ンに伴う活動経費等の増加によるものです。販管費率は、前年同期と比べ1.3ポイント低下し、32.1％となり

ました。

　以上の結果、営業利益は前年同期と比べ9.2％増加し、18,829百万円となりました。営業利益率は、前年同

期と比べ0.4ポイント低下し、19.1％となりました。経常利益は、為替差益の影響により、前年同期と比べ

18.3％増加し、21,074百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期と比べ16.4％増加し、

15,389百万円となりました。

 

※１ 育薬処方：

近年の疾病構造を見据え、医療ニーズの高い領域において新薬治療で難渋している疾患で、医療用漢方製

剤が特異的に効果を発揮する疾患に的を絞り、エビデンス（科学的根拠）を確立する処方

※２ Growing処方：

育薬処方に続く戦略処方として、治療満足度や薬剤貢献度の低い領域でのエビデンス構築（安全性・有効

性データ等）により診療ガイドライン掲載を目指す処方

 

［ 新型コロナウイルス感染症への取り組みについて ］

新型コロナウイルス感染症への対応として、当社は年間を通し従業員及び事業関係者への感染防止対策を徹

底するとともに、製薬企業の使命である製品の安定供給に取り組んでまいりました。現時点において、国内及

び海外ともに製品供給への影響は出ておりません。

新型コロナウイルス感染症が各国の経済動向や当社グループのサプライチェーンに与える影響を引き続き注

視するとともに、感染防止対策と製品の安定供給に取り組んでまいります。

 

③　キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期連結累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが17,815百万円の収入、投資活動による

キャッシュ・フローが7,510百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが5,192百万円の支出となりま

した。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、17,815百万円の収入となりました。主な内訳は、収入項目では税金

等調整前四半期純利益20,705百万円、支出項目では法人税等の支払額6,981百万円であります。前年同期との

比較では、5,108百万円収入が増加しております。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、7,510百万円の支出となりました。主な内訳は、有形固定資産の取

得による支出8,407百万円であります。前年同期との比較では、2,534百万円支出が増加しております。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、5,192百万円の支出となりました。主な内訳は、配当金の支払額

4,887百万円であります。前年同期との比較では、4,515百万円支出が減少しております。

　その結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて7,402百万円増加し、67,070百万円となりま

した。

 

　当社グループは医薬品事業の単一事業であるため、セグメントごとの記載は省略しております。

 

（２）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の

分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

（３）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
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　当第３四半期連結累計期間において、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。

 

（４）研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は、5,193百万円であります。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

（５）経営成績に重要な影響を与える要因

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した経営成績に重要な影響を与えるリスクはありません。ま

た、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　当社は、リスク管理主管部門による業務担当部門、グループ会社のトップへのリスクヒアリングを通じ、「リ

スク管理委員会」及び「リスク管理推進会議」をそれぞれ開催し、経営リスクに対する取組み状況の確認及び今

後発生し得るリスクについて、必要な対処方法を確認しております。また、企業活動に重大な影響を及ぼす恐れ

がある緊急事態が発生した場合には、「リスク管理規程」に則って対応しております。

 

（６）資本の財源及び資金の流動性について

　当社グループの運転資金及び設備投資資金については、自己資金、社債、金融機関からの借入金により資金調

達を行っております。運転資金は自己資金及び短期借入金を基本としており、設備投資資金は社債及び長期借入

金を基本としております。

　なお、当第３四半期連結会計期間末における社債、借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は52,962百

万円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は67,070百万円

となっております。

 

（７）今後の見通し

　2021年10月29日に公表しました2022年３月期の連結業績予想に変更ありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 250,000,000

合計 250,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2021年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（2022年２月７日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 76,758,362 76,758,362
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数は100株

であります。

合計 76,758,362 76,758,362 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2021年10月１日～

2021年12月31日
－ 76,758 － 30,142 － 12,595

 

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（2021年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

①【発行済株式】

    2021年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
(自己保有株式)

－ －
普通株式 250,700

完全議決権株式（その他） 普通株式 76,470,400 764,704 －

単元未満株式 普通株式 37,262 － １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数  76,758,362 － －

総株主の議決権  － 764,704 －

（注）　「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式93株が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2021年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

(自己保有株式)

株式会社ツムラ
東京都港区赤坂２－17－11 250,700 － 250,700 0.33

合計 － 250,700 － 250,700 0.33

（注）　株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に保有していない株式が2,000株（議決権の数20個）あり

ます。

　なお、当該株式数は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の中に含まれております。

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

す。

 

２　監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2021年10月１日から2021

年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 61,310 67,080

受取手形及び売掛金 48,623 54,112

商品及び製品 13,939 8,005

仕掛品 13,396 14,140

原材料及び貯蔵品 53,419 65,072

その他 13,637 13,219

貸倒引当金 △53 △88

流動資産合計 204,273 221,541

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 74,533 76,613

その他 97,252 103,855

減価償却累計額 △87,609 △93,920

有形固定資産合計 84,176 86,548

無形固定資産   

のれん 7,881 8,249

その他 3,561 3,704

無形固定資産合計 11,443 11,953

投資その他の資産   

投資有価証券 11,445 9,890

退職給付に係る資産 2,252 2,576

その他 5,472 5,922

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 19,170 18,388

固定資産合計 114,789 116,890

資産合計 319,063 338,432

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,593 11,561

短期借入金 10,472 10,313

１年内返済予定の長期借入金 12,380 2,999

未払法人税等 4,057 1,839

その他 12,876 15,273

流動負債合計 48,380 41,986

固定負債   

社債 30,000 30,000

長期借入金 － 9,377

退職給付に係る負債 61 55

その他 7,452 7,527

固定負債合計 37,513 46,960

負債合計 85,894 88,946
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 30,142 30,142

資本剰余金 13,789 13,732

利益剰余金 168,989 179,481

自己株式 △679 △682

株主資本合計 212,241 222,674

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,180 2,095

繰延ヘッジ損益 1,233 1,427

土地再評価差額金 2,673 2,673

為替換算調整勘定 △1,130 4,035

退職給付に係る調整累計額 △412 △396

その他の包括利益累計額合計 5,544 9,836

非支配株主持分 15,382 16,974

純資産合計 233,169 249,485

負債純資産合計 319,063 338,432
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
 前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

売上高 88,444 98,382

売上原価 41,693 47,997

売上総利益 46,750 50,384

販売費及び一般管理費 ※１ 29,514 ※１ 31,554

営業利益 17,235 18,829

営業外収益   

受取利息 377 331

受取配当金 249 248

持分法による投資利益 76 －

為替差益 － 1,421

その他 285 410

営業外収益合計 989 2,411

営業外費用   

支払利息 219 141

為替差損 167 －

その他 26 25

営業外費用合計 414 166

経常利益 17,811 21,074

特別利益   

固定資産売却益 0 24

投資有価証券売却益 4 －

特別利益合計 4 24

特別損失   

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 33 392

特別損失合計 33 392

税金等調整前四半期純利益 17,782 20,705

法人税等 4,971 5,219

四半期純利益 12,810 15,486

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△）
△415 97

親会社株主に帰属する四半期純利益 13,226 15,389
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
 前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

四半期純利益 12,810 15,486

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △453 △1,084

繰延ヘッジ損益 541 194

為替換算調整勘定 △572 6,626

退職給付に係る調整額 67 15

持分法適用会社に対する持分相当額 △6 41

その他の包括利益合計 △423 5,793

四半期包括利益 12,387 21,280

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 12,752 19,680

非支配株主に係る四半期包括利益 △364 1,599
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
 前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 17,782 20,705

減価償却費 6,060 6,496

のれん償却額 302 329

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 30

受取利息及び受取配当金 △627 △580

支払利息 219 141

持分法による投資損益（△は益） △76 －

有形固定資産除売却損益（△は益） 33 368

売上債権の増減額（△は増加） △2,459 △5,048

棚卸資産の増減額（△は増加） △2,025 △2,461

仕入債務の増減額（△は減少） △88 2,193

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △4 －

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △213 △310

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 0 2

その他 △921 2,516

小計 17,984 24,383

利息及び配当金の受取額 748 583

利息の支払額 △236 △171

法人税等の支払額 △5,789 △6,981

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,706 17,815

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 2,312 1,727

有形固定資産の取得による支出 △6,402 △8,407

有形固定資産の売却による収入 0 58

無形固定資産の取得による支出 △347 △295

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △21,216 △14,522

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による

収入
21,231 14,514

子会社出資金の取得による支出 △451 －

貸付けによる支出 △155 △0

貸付金の回収による収入 1 1

その他 50 △586

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,975 △7,510

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,845 －

短期借入金の返済による支出 △13,380 △168

長期借入れによる収入 － 9,377

長期借入金の返済による支出 － △9,376

非支配株主からの払込みによる収入 7,567 －

配当金の支払額 △4,888 △4,887

非支配株主への配当金の支払額 △49 △87

連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得

による支出
△760 －

その他 △41 △49

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,708 △5,192

現金及び現金同等物に係る換算差額 △183 2,289

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,160 7,402

現金及び現金同等物の期首残高 57,692 59,668

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 3,519 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 59,051 ※１ 67,070
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【注記事項】

(会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

これにより、従来、売上原価と販売費及び一般管理費に計上していた一部の費用については売上高より控除し

ております。

また、従来、流動負債に計上していた返品調整引当金については、返金負債として流動負債のその他に表示し

ております。

当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前年四半期及び前連結会計年度については遡及適用後の四

半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。ただし、収益認識会計基準第85項に定める以下の方法を

適用しております。

（1）前連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に

ついて、比較情報を遡及的に修正しないこと

この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第３四半期連結累計期間の売上高が11,038百万円減少し、売上原価

は４百万円減少し、販売費及び一般管理費は11,033百万円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税金等

調整前四半期純利益に与える影響はありません。また、利益剰余金の前期首残高に与える影響はありません。

なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定める経

過的な取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載し

ておりません。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期連結財務諸表への影

響はありません。

 

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

 
当第３四半期連結累計期間

（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）

原価差異の繰延処理 　操業度等の季節的な変動に起因して発生した原価差異につきましては、原価計算期間

末までにほぼ解消が見込まれるため、当該原価差異を流動資産（その他）または流動負

債（その他）として繰り延べております。

 

(四半期連結損益計算書関係)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
　前第３四半期連結累計期間

（自　2020年４月１日
至　2020年12月31日）

　当第３四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年12月31日）

給料諸手当 14,043百万円 14,214百万円

退職給付費用 758百万円 705百万円

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年12月31日）

 （2020年12月31日現在） （2021年12月31日現在）

現金及び預金勘定 60,967百万円 67,080百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,916百万円 △10百万円

現金及び現金同等物 59,051百万円 67,070百万円

 

EDINET提出書類

株式会社ツムラ(E01018)

四半期報告書

14/19



(株主資本等関係)

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月26日

定時株主総会
普通株式 2,448 32.00 2020年３月31日 2020年６月29日 利益剰余金

2020年11月５日

取締役会
普通株式 2,448 32.00 2020年９月30日 2020年12月４日 利益剰余金

 

２　基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の

末日後となるもの

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年６月29日

定時株主総会
普通株式 2,448 32.00 2021年３月31日 2021年６月30日 利益剰余金

2021年11月５日

取締役会
普通株式 2,448 32.00 2021年９月30日 2021年12月６日 利益剰余金

 

２　基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の

末日後となるもの

　該当事項はありません。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

　当社グループは医薬品事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）

　当社グループは医薬品事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

(企業結合等関係)

比較情報における取得原価の当初配分額の重要な見直し

2020年３月30日に行われた平安津村薬業有限公司及びその子会社５社との企業結合について前第３四半期連結

会計期間において暫定的な会計処理を行っておりましたが、前連結会計年度末に確定しております。

この暫定的な会計処理の確定に伴い、当第３四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に含まれる比較情報に

おいて取得原価の当初配分額に重要な見直しが反映されております。

この結果、前第３四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書は、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期

純利益、四半期純利益がそれぞれ325百万円減少し、親会社株主に帰属する四半期純利益が130百万円減少してお

ります。
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(収益認識関係）

当社グループは医薬品事業の単一事業であり、収益を分解した情報は次のとおりであります。

 

当第３四半期連結累計期間

（自　2021年４月１日

至　2021年12月31日）

医薬品事業売上高

収益認識会計基準適用に伴う売上控除額

110,276百万円

△11,894百万円

合計 98,382百万円

一時点で移転される財

一定期間にわたり移転される財

98,382百万円

－百万円

合計 98,382百万円

 

(１株当たり情報)

　 １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日

　　至　2020年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日

　　至　2021年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 172円88銭 201円15銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（百万円）
13,226 15,389

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益金額（百万円）
13,226 15,389

普通株式の期中平均株式数（千株） 76,508 76,507

（注）１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

２　前第３四半期連結累計期間の１株当たり四半期純利益金額は、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定によ

る取得原価の当初配分額の重要な見直しが反映された後の金額により算定しております。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２【その他】

（中間配当）

　2021年11月５日開催の取締役会において、第86期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）の中間配当を当社定

款第42条の規定に基づき、次のとおり行う旨決議いたしました。

(1）配当金の総額 2,448百万円

(2）１株当たりの金額 32円

(3）支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2021年12月６日

（注）　2021年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 

該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2022年２月７日

株式会社ツムラ

取締役会　御中

 

ＰｗＣあらた有限責任監査法人

東京事務所

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 塩谷　岳志

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 鵜飼　千恵

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ツムラ

の2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2021年10月１日から2021年12月31

日まで）及び第３四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわ

ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書

及び注記について四半期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ツムラ及び連結子会社の2021年12月31日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信

じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される

年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか

結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期

連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でな

い場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、

四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で

きなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸

表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる

事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人

の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事

項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上

 

（注）１．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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